資料1




現行計画の主な取組状況と評価及び次期計画に向けた課題

丸亀市及び丸亀市社会福祉協議会では、地域福祉施策の推進に向けて、丸亀市第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画の体系（計画書49ページ参照）に基づき、3つの基本目標と、10の行動目標を定め、事業を実施してきました。
丸亀市第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定にあたり、体系に基づく事業の実施状況について、丸亀市関係各部署及び丸亀市社会福祉協議会での評価を行い、次期計画に取り入れる事項についての検討をしました。また、それらを踏まえ、基本目標ごとに次期計画に向けた課題を整理しています。

市の評価について




Ａ：計画通り事業を実施できた		Ｂ：ほぼ計画通り事業を実施できた
Ｃ：事業を実施できなかった		Ｄ：事業廃止



市社協の評価について




ａ：取組が十分できている		ｂ：取組がややできている
ｃ：取組があまりできていない	ｄ： 取組がまったくできていない






基本目標１　みんなで支え合う「しくみづくり」

行動目標①　誰一人取り残さない支援の体制をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
①包括的・重層的な支援体制づくりに向けた交流と相互理解の促進　　　　　　

	評価

	Ｂ


○ 福祉・教育・就労分野等の施策について、情報の共有や一体的な事業実施を目的とし、庁内連携会議を開催しました。部署間のつながり強化や、ケース検討を通じた包括的な支援のための体制づくりを進めました。

	評価

	Ｃ


○ 地域における異なる活動分野や世代を超えた住民交流を推進するため、庁内における高齢、障がい、こども、生活困窮の各分野の担当者交流会を開催し、それぞれの事業内容についての情報共有の機会を設けました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 担当者や分野によって連携の程度や課題に対する意識に違いが生じています。そこで、各担当者の能力向上を促進し、ケース検討などを通じた連携強化が必要です。
● 活動分野や世代の異なる活動の連携、協力が不十分であるため、分野を超えた交流が可能な、多様な場の整備が必要です。

②相談窓口の充実と総合的な相談支援体制の構築
	評価

	Ｂ


○ 包括的支援体制を強化するため、市社協に関連業務を委託し、困難な事例に対して支援が届くよう、多機関協働による
	評価

	Ｂ


支援へつなぐ際の基準の設定や関係機関への「つなぐシート」の周知を行いました。また、重層的な支援に向けた関係機関とのヒアリング調査や会議を実施し連携体制を強化しました。

○ 子育て家庭を支援するため、「まる育サポート」として、「あだぁじぉ」、
	評価

	Ａ


「ハッピーサポート丸亀」、家庭児童相談室が連携し相談支援に努めました。令和４年度の児童福祉法改正を踏まえて母子保健と児童福祉の連携を促進しました。

· アウトリーチ型相談支援事業を活用し、訪問支援による未治療や治療中断の対象者を必要な保健・医療・福祉サービスにつなぐ精神障がい者への支援を行いました。また、医療機関や行政、地域住民と連携し、地域共生社会の実現に努めました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 困難な事例を市社協につなぐ体制づくり進められましたが、実績を積みながら、中核的な機関としての役割を強化するために、対象事例の増加や多機関協働の推進が求められています。
● 子育て家庭向け相談について、こども家庭庁設立を契機に母子保健と児童福祉の一体的な体制づくりを充実させていく必要があります。
● 精神障がい者向けのアウトリーチ型支援事業では、対象者に対応できる専門性の向上と複合的な困難に対応する幅広い連携深化が課題です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①包括的・重層的な支援体制づくりのための取組 
○ 重層的支援体制整備事業の本格実施に向け、相談機関等に呼びかけて、事業について共通理解を深めるための研修会を実施しました。


	評価

	ｂ


○ 重層的支援会議を開催し、世帯における課題の情報共有と支援プランを作成する取組を行い、各機関の連携促進につなげました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 重層的支援体制整備事業のネットワーク構築について、関係機関・団体等と地域を橋渡しする新たな仕組みの強化が必要です。
● 社会的に孤立状態にある世帯への支援について、アウトリーチ型の支援活動を拡充することで、実態の把握を進めるとともに、民生委員・児童委員をはじめとした地域住民との連携を強化し、支援体制の充実を図る必要があります。



	評価

	ｂ


②相談窓口機能の強化と連携の推進
○ 地域住民が気軽に相談できる場づくりとしてコミュニティカフェを設置し、地域ごとに相談体制の強化を図りました。

	評価

	ｂ



○ 地区民生委員児童委員協議会の定例会やまちづくり委員会に参加し、相談事例の情報共有や個別支援を実施しました。


	評価

	ｂ


○ 生活困窮相談支援員、就労支援員、家計改善支援員、日常生活自立支援専門員などの研修会に積極的に参加し、相談員の専門性向上に努めるました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● コミュニティを拠点とした気軽な相談の場づくりについては一定の成果が見られます。今後は、地域特性に応じた支援の仕組みづくりを進めるために、地域イベントや交流の機会を通じた地区担当職員の地域理解をさらに促進する取り組みが必要です。
● 専門員の研修への参加を通じて相談に対応する専門性は徐々に向上しているものの、視野を広げた多職種連携や他機関との協働体制をさらに深化させる必要があります。




行動目標②　地域でつながり支え合う関係を深めよう

	評価

	Ｂ


【主な取組状況と評価（市）】
①地域団体への支援
○ 地域のつながりの強化を図るため、自治会活動応援補助金を活用した自治会活動の活性化を推進しました。


	評価

	Ｂ


○ 自治会の重要性についての情報提供を進めるべく、要望のある地域等に対し、自治会加入推進員を派遣し、自治会加入や結成の案内を行いました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 高齢化や少子化により自治会の解散や脱退が増加しており、補助金の増額だけでは対応が困難な地域が増えている状況となっており、自　治会活動そのものを継続していくため支援が必要です。
● 新規分譲地における転入者の地域とのつながりが希薄であり、自治会結成や地元の活動に対する関心が薄いことが課題です。

	評価

	Ｂ


②交流やふれあいの場・機会づくり
○ 幼稚園、保育所、認定こども園では保育目標に「地域との交流」を掲げ、地域住民からの支援を受けながら、地域行事に積極的に参加する
	評価

	Ｂ


など地域との連携を推進しました。学校においては、地域コーディネーターを活用し、多方面からの地域支援を行い、学校と地域の連携を深めました。

○ 地域の多世代交流を応援するため、コミュニティセンターを活用し、多様な事業やイベントの開催を支援し、コミュニティセンターの利用者増加を目指して取組しました。


	評価

	Ｂ


○ 地域の子育て支援拠点を設置し、子育て親子の交流の場を提供するとともに、相談援助や子育て講習などの支援を展開しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域住民の高齢化による支援人材の固定化や負担の増加が顕著であり、持続可能性の低下が懸念されています。若年層と高齢層の交流機　会が限られており、多世代交流の促進が必要です。

	評価

	Ａ


③地域での見守り・支援体制の充実
○ 住民同士の見守り・支え合いの仕組みとして、小地域ネットワーク活
動を進めるとともに、福祉協力員を対象に講演会や研修会を開催し、安心して暮らせる地域づくりを目指した取組を推進しました。

	評価

	Ｂ


○ 高齢者やこどもを対象にした見守り活動では、母子保健推進員や母子愛育班など地域の団体と協力し、地域の健康づくりを推進するとともに、継続的な活動を推進しました


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 福祉協力員の活動において気づきの目を育てる取組は進んでいる一方で、制度の役割認識や周知に課題がみられています。
● 民生委員・児童委員や地域団体による見守り・助け合い活動が進められていますが、情報共有や支援の役割などの連携が必要となっています。
● 地域の担い手不足により地域団体の活動継続が困難になっており、団体活動を支えるための行政の新たな支援策が必要です。


【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①地域交流のための場づくり
○ 高齢者や障がいのある人のひきこもり防止に向けて、「ふれあい・いきいきサロン」活動費用の助成や研修会を通じた情報交換を行い、地域に根ざした居場所づくりを支援しました。

	評価

	ｂ


○ 地域の居場所づくりを推進するため、「みんながオルデ通町」を開設し、住民が交流できる場として運営しました。


	評価

	ｂ


· こどもの貧困対策として、「丸亀市子ども食堂・居場所づくり等ネットワーク」を立ち上げ、子ども食堂への情報提供や食品類の提供を行いました。また、住民や企業・団体から寄附金や物品寄附を受け入れ、ども食堂応援基金として運営支援に活用しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域拠点としての居場所を維持するためには、その特性やニーズに応じた支援策が求められています。特に、活動の継続を支えるための安定した財源の確保が課題です。

	評価

	ｂ


②支え合いの地域づくりに向けた支援
○ 民生委員・児童委員や福祉協力員など、地域で活動する支援者との顔の見える関係づくりに向け、小地域単位で個別支援の課題や対応方法について情報交換を行いました。

	評価

	ｂ


○ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に向け、コミュニティごとに住民座談会を開催し、地域住民の意見を集約し、コミュニティごとの地域課題や市全体での課題を把握しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 小地域単位での情報交換は一定の成果を上げていますが、支援対象者の状態変化を把握する仕組みや、支援者間の役割分担の調整など、具体的な支援につながる体制の強化が求められます。
● 住民からのニーズを丁寧にききとり、施策に反映すべき意見をより細やかに収集分析し、住民主体の地域づくりを支える仕組みを強化する必要があります。



行動目標③　課題の深刻化を防ぐ体制をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
	評価

	Ｂ


①専門・相談機関の連携体制の充実
[bookmark: OLE_LINK1]○ 地域担当職員制度を活用し、地域とのパイプ役として連絡会や担当者
会議を定期的に開催し、地域の情報や実態の把握・共有を行いました。
	評価

	Ｂ




○ 困難事例の予防と早期発見・対応のため、地域住民が集まる会合に参加し、地域共生社会の構築や重層的支援体制整備事業に関する情報提供を行うとともに、課題解決に向けた具体的な取組を進めています。

	評価

	Ａ


○丸亀市障害者虐待防止センターでは、24時間365日体制で虐待通報や相談対応を実施し、警察や関係機関との連携体制を構築しています。また、要保護児童対策地域協議会実務者会議を毎月開催し、児童虐待防止や支援について継続的な協議を行い、西部こども相談センターや香川県子ども女性相談センターと連携して専門的な対応の推進に努めました。

	評価

	Ｂ


○ 自殺対策については、保健師等が家庭訪問や相談受付を通じて、課題
の早期発見・予防を推進するとともに、庁内連携を生かした環境整備に努めました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域担当職員の多忙な本来業務のため、コミュニティ活動や行事への参加が困難な場合が多く、地域住民との関わりを通じた地域力・職員力双方の向上が難しい状況です。また、各コミュニティによる期待度の温度差により、要望の多い地域での対応が課題となっています。
● 虐待については早期発見や早期対応が重要であり各関係機関との情報共有や連携が必要です。子育てに困難を抱える家庭が増える中で、特に乳幼児期・未就園児期の孤立問題が顕在化しており、支援につながらず児童虐待が深刻化するケースがあり、虐待防止の取組において、妊娠期から切れ目ない支援を行うための体制整備が必要です。


【主な取組状況と評価（市社協）】
①地域や多様な主体との連携協働の推進
	評価

	ｂ


○ 地区民生委員児童委員協議会の定例会やコミュニティ役員会に参加し、民生委員・児童委員が抱える事例の相談対応や情報共有を行うことで、個別支援を進めるとともに顔の見える関係づくりに取り組みました。
	評価

	ｂ


○ 「企業連携型巡回見守り活動」の参加拡大を推進するため、ホームページや企業訪問での参加よびかけなどの協定締結企業数を増やす取組を行い、地域情報共有を進めながら企業の参加協力を促進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 協定締結企業数の増加は一定の成果を上げており、地域福祉活動において、今後は、連携企業のより広い活動への参加につなげていくことが必要です。
● 地区担当職員の役割や内容をさらに明確にするとともに、個別支援から地域全体の課題解決を見据えたチーム支援体制の構築が必要です。
● 地域における課題発見・早期解決のため、小地域活動を支えるネットワーク会議の開催により、課題共有と支援体制強化のための横断的な取組が必要です。
	評価

	ｃ



②困難な課題を持つ人への支援
○ コミュニティ単位での情報交換を通じて、個別支援の課題や対応方法について調整し、生活支援の仕組みづくりを推進しました。


	評価

	ｃ


○ 重層的支援事業においてアウトリーチ活動を実施し、継続的な支援を
開始するとともに、参加支援事業の啓発を進め、登録団体数の増加に向けて取組を推進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● コミュニティ単位で気軽に相談ができる環境は徐々に整備されつつありますが、さらに身近な形式の支援を提供するためには、どのように住民参画を促していくのか新しい取組が必要です。
● 重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ活動について、支援の質を向上させるため、専門団体との連携をさらに強化する必要があります。
● 参加支援事業において登録団体数の確保は進んでいますが、多様化したニーズに対応できる体制をさらに広げる必要があります。また、早期課題解決のため、効果的な重層的支援会議の開催手法を検討し、適切な連携支援を進める必要があります。
行動目標④　地域での自立を支えるしくみをつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
	評価

	Ａ


①生活困窮者等への支援
○ 市社協が運営する生活困窮者自立支援相談窓口「あすたねっと」により、生活困窮者の相談対応を進め、多様化・複雑化する状況に応じた支援事業を実施しました。


	評価

	Ａ


○ 生活困窮者自立支援運営協議会及び生活困窮者自立支援調整会議を
定期的に開催し、早期発見や適切な支援につなぐ体制の強化を図りました。

	評価

	Ｂ



○ 市社協への委託事業として「生活困窮者のための地域づくり事業」を推進し、地域住民が安心して集える場の創出や、住民同士の見守り・支え合いの関係づくりを促進しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 生活困窮者の状況が複雑化・多様化する中で、個々の状況に応じた支援策をさらに充実させる必要があります。
● 複数機関の連携強化が重要性を増しており、積極的な関係機関・団体との連携が求められています。
● 地域住民と生活困窮者のつながりを確保し、地域全体で支える基盤の構築を継続的に進め、住民同士の見守りや支え合いを新たな地域づくりの仕組みとして定着させることが課題です。



	評価

	Ａ


②高齢者、障がい者等の地域での自立支援
○ 医師会と連携し、高齢者が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう「在宅医療介護連携支援センター」を中心に医療と介護連携に係る相談支援や多職種の連携を強化し、充実を図りました。

	評価

	Ｂ


○ 子育て世帯への支援として、児童扶養手当やひとり親家庭等医療など経済的支援、ひとり親家庭への相談支援や母子父子家庭自立支援給付金支給事業により、生活相談や自立に向けた職業訓練・教育訓練に係る給付を行い生活の安定につながるよう支援を行いました。また、里親制度や特別養子縁組制度の推進として、市民に周知する取組を進めました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 80歳以上の高齢者数が増加する中、医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が増えています。そのため、それに対応するため多職種連携の重要性がますます高まっており、医療・介護連携をさらに充実させる仕組みが必要です。
● ひとり親世帯への支援では、周知の難しさから支援制度が十分に活用されていないケースが一部見られ、制度の周知が必要です。

	評価

	Ａ


③権利擁護の推進
○ 「後見センターまるがめ」を地域連携ネットワークの中核機関として位置づけ、市社協との連携の下、成年後見制度利用促進協議会を設置し、成年後見制度の利用促進を図りましたた。

	評価

	Ａ


○ 市民後見人の養成に向け、公募や声掛けを通じて担い手の確保に努め、市民後見人や関係機関が集まりケース会議を開催し、後見人が安心して活動できる環境を整えました。

	評価

	Ａ


○ 福祉サービスや社会資源について、利用者へ説明を行い、一人ひとりに応じたサービス利用につなぎました。権利侵害が発生した場合には関係機関と情報共有し、権利擁護を重視した支援を行いました。








《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 少子高齢化の進展に伴い、成年後見制度の重要性が増す中、多職種連携や福祉サービスとの包括的な連携が一層求められています。後見制度の利用促進に向け、相談機能や広報活動の充実が必要です。
● 市民後見人の高齢化や、登録後も活動に結びつかない人がいる現状から、人材確保や養成が引き続き課題となっています。
● 利用者や家族が必要な福祉サービスや制度を望まない場合の対応が課
題であり、本人や家族の意思を尊重しながら適切な支援を調整する仕
組みが重要です。また、権利侵害が発生する前の予防的な取組が求め
られます。

	評価

	


④再犯防止活動の推進
　 再犯防止推進計画に基づく取組については、10月開催予定の「第3回福祉推進委員会」にて報告いたします。



⑤就労の支援
	評価

	Ａ


○ 関係機関と連携し、生活保護受給者や生活困窮者への就労支援及び就
労準備支援事業を実施し、支援が必要な人々の就職や定着を支援する取組を行いました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 生活歴や傷病など、就労における阻害要因が多様化・複雑化する中で、対象者一人ひとりに寄り添った適切な支援が求められています。就労意欲の向上と社会への定着を実現する取組が重要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①生活困窮者への支援の推進
○ 総合相談支援窓口「あすたねっと」を設置し、生活困窮者自立支
援制度に基づいた支援を推進し、具体的な支援を行いながら相談者の課題解決に努めました。

	評価

	ｂ


○ 住民や企業・団体等から物品寄附を積極的に受け入れる活動を進め、
受け入れた物品を必要とする団体へ配分しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 相談者に対する支援が個別対応で進められていますが、課題やニーズに応じたチーム連携型の支援体制の強化が必要です。また、相談者の情報共有において目的の明確化と支援進行の効果的な仕組みづくりが必要です。
● 物品寄附については一時受け入れ機関としての周知を行うとともに、物品を必要とする団体の情報把握が必要です。

	評価

	ｂ


②高齢者等の生活支援の推進
○ 買物支援事業（移動販売支援事業）を実施し、離島高齢者の孤立化やひきこもりの予防、地域での見守り支援、移動販売を通じた気軽
に集える場づくりを推進しました。

	評価

	ｂ


○ 配食サービス事業を実施し、高齢者への適切な栄養管理とともに、見守り活動を行いました。

	評価

	ｂ



○ 救急医療情報キットを無料配付し、防災課と情報を共有することで緊
急時対応を強化しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 買物支援事業や配食サービス事業、救急医療情報キットなどの事業は一定の成果を上げていますが、住民生活のさらなる実態把握と地域特性に応じた支援の取組が求められています。
	評価

	ｂ



③権利擁護の推進
○ 成年後見制度利用促進の地域連携ネットワークの中核機関として、「後見センターまるがめ」を設置し、成年後見制度の広報・啓発や相談・
	評価

	ｂ


利用支援を行いました。

○ 「後見センターまるがめ」において権利擁護事業（日常生活自立支援事業、法人後見事業など）を充実させ、利用者に寄り添った支援を行いました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 成年後見制度の利用促進に向けて、関係者間における権利擁護支援の重要性の共通理解を図る必要があります。
● 必要な方が成年後見制度を確実に利用できる体制整備の充実に向けて、地域包括支援センターや福祉課など関係機関との情報共有をさらに強化する必要があります。
● 担い手確保に向けて、市民後見人の養成に向けた広報・啓発活動や、権利擁護に関する市民への情報提供を継続的に実施する必要があります。


《【基本目標1】みんなで支え合う「しくみづくり」に係る次期計画に向けた主な課題》　※資料3の次期計画に向けた課題欄①②③④⑤に反映させています。

・誰一人取り残さない支援体制づくりのため、分野を超えて連携した支援が必要な個別ケースについて対応を積み重ねることにより、各担当者の対応力の向上を図りながら包括的な相談の受け止めと支援に係る連携力を高めることが必要です。
・課題の解きほぐしが必要な複合化・複雑化した福祉課題を抱えている方の支援について、多機関協働により効果的に支援できるよう市と市社協の連携を強化し、コーディネート機能の充実を図ることが必要です。
・地域のつながりを強化するために、コミュニティ活動における多世代交流を促進することが大切です。
・福祉協力員による見守り活動を効果的なものにするために、民生委員・児童委員を中心とした小地域でのネットワークづくりが必要です。
・福祉課題を抱えている方の状態の深刻化を防ぐために、気軽に集まることができ、世代や属性を超えた交流が可能な場を整備することで、支援対象者の状態把握を早期に行うことができる環境づくりが必要です。
・福祉課題を抱えている方の地域での自立を支えるため、成年後見制度の利用促進に向けた周知や人材確保が必要です。
・犯罪をした人が円滑に社会復帰し、再び社会の一員として暮らせるように、切れ目のない支援体制の確立に取り組むことが重要です。




基本目標２　地域福祉を支える「ひとづくり」

行動目標⑤　人権意識と福祉の心を育てよう
【主な取組状況と評価（市）】
①地域福祉への関心を高める広報・啓発
	評価

	Ａ


○ 地域福祉に関する広報活動として、社会福祉大会や平和祈念式などのイベントに関する情報をホームページ、広報紙、ＳＮＳなどを通じて周知しました。また、各コミュニティにおいて、次期地域福祉計画策定のための住民座談会を開催し、地域課題や社会資源を整理し、市社協とともに課題解決に向けた意見交換を行いました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● ホームページや広報紙、ＳＮＳなどを通じた情報発信は一定程度行われていますが、地域福祉活動の普及啓発については、住民への周知が不足しており、広報手段の効果的な活用が課題です。
● 福祉に貢献された方々への感謝の意を示す取組は重要ですが、地域全体で新しい福祉のまちづくりに向けた具体的な行動を促進する仕組みの整備が必要です。

	評価

	Ａ


②人権意識を高めるための教育・啓発の推進
○ 令和３年に制定した「丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例（多様性条例）」に関する内容を周知し、人権尊重のまちの実現に向けた啓発活動を実施しました。

	評価

	Ａ


○ 各団体や学校、企業が実施する研修に対し、講師派遣、教材貸し出し、チラシ提供などの支援を行い、人権教育を推進しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 様々な場面での継続的な周知・啓発を行い、市民一人ひとりが人権課題を「自分ごと」として捉える取組等、人権を尊重する行動を促すための具体的な仕掛けが必要です。
● 人権に関する法律や条例の認知度の向上に向けて、研修参加回数の多い人ほど教育・啓発の効果が高いことが令和6年度に実施した市民意識調査より確認されており、より効果的な手段と方法を模索する必要があります。


	評価

	Ｂ


③福祉に関する教育・学習の推進
○ 各学校において、総合的な学習の時間を活用し、多様性や共生について学ぶ機会を提供し、児童・生徒が多世代交流と相互理解を深められる環境を整えています。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 高齢者や障がい者はそれぞれ異なる背景やニーズを持っていることに留意し、個々の特性に応じた学びの場が必要です。
● 学びを地域社会に還元し、実際に役立てる仕組みを構築するため、地域の実態に即した活動の場や市民参加型の取組との連携が必要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①地域福祉活動への理解促進
· 市社協広報紙「かけはし」を年４回発行し、地域福祉情報の発信に努めました。広報紙には地域福祉活動の事例や社協の取組を掲載し、市民にとってより身近に感じられるよう工夫がされています。

	評価

	ｂ


○ 社協ホームページやＳＮＳの活用により、社協活動や地域福祉情報の広報を積極的に行い、市民への情報拡散を進めています。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域福祉活動を「我が事」として捉え、市民が主体的に参加できる環境を目指す情報発信を引き続き進めていくことが必要です。
	評価

	ｂ



②ふくし出前講座の推進
○ 学校や企業に対し、高齢者体験グッズ等の貸出を行い、生徒や社員が体験を通じて配慮が必要な人への配慮を学ぶ機会を提供し、高齢者や障がい者への理解促進を図りました。

	評価

	ｂ


○丸亀市共同募金委員会事務局として、連合自治会や民生委員・児童委員等と連携し、募金活動の啓発を進めるとともに、募金の使途について住民へ丁寧に説明し、寄附者の理解促進を図りました。





《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 学校や企業等を対象とした福祉体験や出前講座は一定の成果を上げており、今後は行政が行う体験学習との連携が必要です。
● 赤い羽根共同募金において、福祉ニーズを生活ニーズとして広く捉え、必要なところへ必要な助成ができるよう赤い羽根共同募金の仕組みを再点検し、寄附者の理解促進につなげることが必要です。






行動目標⑥　地域福祉活動の担い手を増やそう

【主な取組状況と評価（市）】
	評価

	Ｂ


[bookmark: OLE_LINK2]①地域活動・ボランティア活動の普及啓発
○ 新たな担い手を創出するため、市民活動に関する情報を集約した「市民交流活動センターホームページ（マルタス）」において、市民一人ひとりが主体的に行動するきっかけや気づきとなる情報を発信しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
[bookmark: OLE_LINK3]● 若い世代や地域活動に関与していない世代の興味や関心を引き出す仕組みが必要です。市民活動団体の様々な活動がより広範囲に伝わるようにするため、多分野の団体とのさらなる連携を進めていくことが必要です。
● 学生のボランティア活動においては、活動の継続支援や魅力ある取組を提供することで、若い世代の継続的な関与を促す施策が必要とされています。

	評価

	Ａ


②地域福祉活動の担い手の育成
○ 認知症サポーター養成講座について、キャラバンメイトが小中学校への「認知症キッズ・ジュニアサポーター養成講座」の講師役を積極的に担い、地域における認知症理解促進に向けて活動を展開しました。

	評価

	Ｂ


○市社協へ業務を委託しているファミリー・サポート・センターでは、子育て支援を担う「まかせて会員」に基本的な知識や技術を身につけてもらうための養成講座を実施しました。この取組により、「まかせて会員」と支援を必要とする「おねがい会員」との相互援助活動を支援し、仕事と育児を両立できる環境を整備しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域や企業等、一般の人を対象とした認知症サポーター養成活動のさらなる拡充が求められています。また、キャラバンメイトが地域で積極的に活動できるよう、活動を支える環境整備の推進が必要です。
● こども人口の減少やまかせて会員の高齢化により、まかせて会員・おねがい会員ともに会員数が減少しています。利用ニーズに応じた、会員の確保、利用希望者に情報が届く仕組みの強化が求められています。

	評価

	Ａ


③事業所等との連携による地域福祉活動の促進
○ 地域の異変にいち早く気付く仕組みとして、市社協への委託事業
	評価

	Ｂ


「生活困窮者等のための地域づくり事業」では、水道、ガス、新聞などの事業所と連携し、企業連携型巡回見守り活動を推進しました。また、生活支援配食サービスについて、配食と見守り活動を併せることで高齢者やこどもの生活状況の把握や支援に取り組みました。

○ 社会福祉法人の地域における公益的取組の推進に向け、各法人の活動状況を把握し、公益的活動に関する理解を深めるとともに、必要に応じて助言などの支援を行いました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 配食サービスの利用者減少に対応するため、重層的支援体制整備事業の趣旨に基づき、対象者の拡大やサービス内容の見直しを図る必要があります。
● 社会福祉法人の公益的取組を広く地域住民へ周知する仕組みを確立し、住民の理解と関心を高めることが求められます。



【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｃ


①地域福祉活動の担い手の発掘と育成
○ 地域のボランティア活動を活性化するため、「ボランティア講座」を開催し、活動の担い手となる人材のスキルアップを図りました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域に愛着を持ち、自ら地域づくりを担うリーダーの発掘と育成が必要です。
● 地域コミュニティ活動への参加を促進し、交流機会を増やすことで、地域活動の担い手を発掘する取組も進めることが必要です。
	評価

	ｃ



②地域での福祉活動を支える住民への支援
○ 福祉活動を担う住民に対し、その活動を支援するために啓発および研修会を実施しました。


	評価

	ｃ


○ 福祉協力員については、各コミュニティ単位で委嘱式や研修会を開催し、「顔の見える関係づくり」を進めるとともに、地域住民の間での福祉活動への理解を促進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 福祉ママや福祉協力員など、福祉活動を担う住民への支援により、さらなる組織基盤の強化が求められています。
● 福祉ママや福祉協力員などを担い手として確保するために役割の周知や啓発が必要です。



	評価

	ｂ


③企業・事業所等の地域福祉活動への参加促進と協働
○ 地域福祉活動の一環として、企業・事業所等に対し見守り活動の周知と参加協力を依頼し、企業の協定締結の拡充に取り組みました。


	評価

	ｂ


○ 丸亀市が進める「認知症等見守り・ＳＯＳネットワーク会議」と丸亀市社協が進める「企業連携型巡回見守り事業連絡会」を共催し、企業や関係団体と地域住民との情報共有および連携の強化を進めました。

	評価

	ｂ


○ 企業・民生委員・児童委員からの連絡を受け、必要な見守り活動や安否確認活動を適切に実施しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 見守り活動や地域福祉活動における企業・事業所等のさらなる協力を得るため、出前講座などを活用した理解促進が必要です。
● 認知症への理解や支援が広がるよう、声かけ訓練などのイベントを実施し、幅広い参加者を募るとともに、企業・団体等の協力をより積極的に促進することが求められます。






行動目標⑦　担い手が活動しやすい環境をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
①地域活動・ボランティア活動への支援
	評価

	Ｂ


· 市社協と連携し、市民活動やボランティア活動の促進に向けて学生による活動への支援を行い、活動場所の提供や会議でのサポートを実施しました。

	評価

	Ａ


○ 社会福祉大会を開催し、福祉のまちづくりに向けて、参加者と今後の活動への意欲と協力の姿勢を共有し、地域福祉活動への関心と結束を高めました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 福祉のまちづくりに向けた活動を継続し、地域全体が協力する体制を強化する必要があります。

	評価

	Ｂ


②個人情報共有のあり方の検討
○ 避難支援者への情報提供について同意を得ていない避難行動要支援者名簿について、災害発生時に有効活用できるよう、個人情報保護の観点からの考え方を整理したうえで、平常時の保管場所を決定し、運用しています。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域の住民に対して、避難行動要支援者制度の趣旨および名簿の意義について、丁寧な周知を行い、支援体制への理解と協力を得ることが重要です。
● 名簿の運用に際しては、個人情報保護の観点から、避難支援者への情報提供に関する同意を得る必要があります。



【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①丸亀市ボランティアセンターの充実・強化
○ 「丸亀市ボランティアセンター」を通じて、企業や団体等にボランティアニーズを呼びかけ、ボランティアマッチングを行いました。

	評価

	ｂ



○ ボランティア講座を開催し、地域で活動するボランティア人材のスキルアップを支援しました。

	評価

	ｂ



○ 「こども福祉セミナー」を開催し、こどもたちが災害時の身を守る行動や知識を実体験を通じて学ぶ機会を提供しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域に愛着を持ち、ボランティアを通じて地域づくりを担う人材育成に取り組むことが必要です。
● 地域づくりを目的としたボランティア人材の育成やスキルアップを促進し、地域住民が主体的に地域福祉に関わる意識を高める取組が必要です。

	評価

	ａ


②福祉活動・ボランティア活動の機会の提供と財源確保
○ 「高校生ボランティア部inまるがめ」を組織し、高校生による地域課題解決のボランティア活動を応援しました。活動実績を報告し共有する場として、「まるがめ学生ボランティアアワード」などの顕彰機会を設け、活動成果を広報するとともに周知を図りました。

	評価

	ａ


○ 学生ボランティア活動を活性化するための助成制度を創設し、財源の確保を通じて活動支援を行いました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域課題解決においてさらに高校生のボランティア活動の活躍の場を検討し、より多くの人材が活動に参加できる環境を整備する必要があります。
● 企業のＣＳＲ（企業の社会的責任）やＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）活動等に対し、ボランティア活動への関与を訴えかけることで、財源を確保する仕組みを強化することが重要です。



	評価

	ｂ


③丸亀市ファミリー・サポート・センターの充実・強化
○ 「丸亀市ファミリー・サポート・センター」において、子育て有償ボランティアの担い手となる「まかせて会員」の育成を目的に、養成講座やスキルアップ講座を積極的に実施しました。
	評価

	ｂ



○ 支援を必要とする方を対象に、マルタスや各種イベントで出張登録会を実施し、支援利用の登録促進に努めました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 子育て有償ボランティアである「まかせて会員」のさらなる拡充が求められています。
● 地域における様々な子育て資源（就学前教育・保育施設、学校、地域団体など）との協働を検討し、地域ぐるみで子育ての支援体制を強化していくことが重要です。

《【基本目標2】地域福祉を支える「ひとづくり」に係る次期計画に向けた主な課題》　※資料3の次期計画に向けた課題欄⑥⑦⑧⑨に反映させています。

・人権意識と福祉の心を育てるために、人権課題を自分ごととして捉えることができるよう、様々な場面での継続的な周知、啓発が必要です。
・学校教育における福祉についての学びを地域社会に還元し、実際に役立てる仕組みを構築するため、地域連携の取組を推進することが重要です。
・地域福祉の担い手を増やすため、地域活動やボランティア活動を通じて、若い世代や地域活動に関与していない人の興味や関心を引き出す取組が必要です。
・福祉協力員など福祉活動を担う住民への支援を行い、地域における担い手確保につなげることが必要です。



基本目標３　地域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」

行動目標⑧　誰もが地域に出やすい環境をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
	評価

	Ｂ


①ユニバーサルデザインを意識した環境の整備
○ 公共施設や道路等の改築や改修に合わせて、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進し、「公共施設等総合管理計画」や「学校施設長寿命化計画」に基づき着実に整備を進めました。

	評価

	Ｂ


○ 高齢者や子育て世代を支援するため、「ヘルプマーク」や「マタニティマーク」を活用し、支援や配慮を必要とする人への啓発を行い、周囲の配慮を促進しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 公共施設や学校施設の老朽化対策が進む一方で、建築資材の高騰や工期の長期化等も踏まえて、計画的に施設の改築や長寿命化、大規模改修にあわせてバリアフリー化及びユニバーサルデザイン推進を視野に入れた整備を進めることが必要です。
● 支援や配慮を必要としていることが外見から分からない方が、周囲に配慮が必要としていることを知らせることで、地域全体で要配慮者に気づくことができるような啓発を行うことが必要です。

	
評価

	Ａ


②社会参加のための手段と機会の提供
○ 障がい者の移動支援として、福祉タクシー助成に加え、令和４年度からはコミュニティバス回数券の助成も選択可能となり、利用者の移動手段の選択肢が増え、利便性の向上を図りました。

	評価

	Ａ


○ 「手話言語条例」および「障がいのある人の情報保障およびコミュニケーション手段利用促進に関する条例」を制定し、手話普及や啓発活動を通じて、障がい者の社会参加を支援しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 物価高騰を踏まえ、関係各課との連携を図りながら、助成範囲および助成額の見直しについて検討を進めていくことが必要です。
● 誰もが地域に出やすい環境を作るため、社会参加支援、情報発信、手話普及などの取組を継続的に実施する必要があります。
	評価

	Ｂ



③多様な居場所づくりへの支援
[bookmark: OLE_LINK5]○ 高齢者において、交流や相談が可能な居場所づくりを推進しました。

	評価

	Ａ




○ 隣保館や児童館では多様な地域交流のイベントや取組が行われ、子ども食堂・居場所づくりネットワーク事業では地域のつながりを深める場を提供しました。
	評価

	Ｂ



○ 地域活動支援センターⅠ型では、精神障がい者が自由に立ち寄り、仲間との交流を深められる憩いの場を設け、利用者の日常生活の支援に取り組みました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域住民や参加者のニーズが多様化しており、地域の居場所づくりの充実が必要です。
● 隣保館を地域住民が抱える課題に対応する拠点として、また、隣保館・児童館を誰もが地域の中で役割を持ち、互いに助け合いながら暮らしていける地域共生社会の実現に貢献する施設として活用してくことが必要です。


【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ａ


①支援を要する人への理解促進と支援の充実
○ 学校や企業等に高齢者体験グッズを貸し出し、支援や配慮を必要とする人への配慮の重要性を学ぶ授業や福祉出前講座を展開しました。

	評価

	ａ



○ 高齢者やけが人などに対し、車いすの貸し出し等、外出機会の確保に努めました。

	評価

	ａ



○ ガイドヘルパーや子育てホームヘルパーを派遣し、移動や日常生活支援を行うことで個別支援を充実させました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 行政等が行う体験学習との連携をさらに強化し、地域全体で福祉理解の促進を目指す必要があります。
● 車いす貸し出し時の手続き等を利用者目線で見直し、利便性の高い方法となるよう、その簡素化を検討する必要があります。

	評価

	ｂ


②多様な居場所づくりへの支援
○ 「ふれあい・いきいきサロン」の活動費を助成し、研修会を通じた情報交換を行うことで、地域住民の身近な交流の場づくりを推進しました。
	評価

	ｂ



○ 「みんながオルデ通町」を開設し、多様な地域に応じた居場所づくりを進めました。


	評価

	ｂ


○ 「丸亀市子ども食堂・居場所づくり等ネットワーク」を立ち上げ、情報提供や食品類の支援、子ども食堂の運営支援を行いました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 各地域拠点の特性やニーズに応じた居場所づくりの支援を進め、地域住民のニーズに応えた活動の充実が必要です。
● 地域拠点を維持するための活動費確保や、地域の生活課題に応じた補助制度や目的別基金の導入について検討する必要があります。


行動目標⑨　地域における防犯・事故防止活動を広げよう

【主な取組状況と評価（市）】
①防犯対策の推進
	評価

	Ｂ


○ 地域における「こどもＳＯＳ」の設置状況を調査し、老朽化したプレ
	評価

	Ａ


ートの交換を実施するとともに、広報紙や育成センターだよりを通じて新規設置の周知を行いました。不審者情報の配信や、学校、ＰＴＡ、警察、地域と連携した防犯パトロール活動を継続して実施しました。また、住民要望に基づいてＬＥＤ防犯灯を設置し、夜間の犯罪抑止と安全な住環境の提供に努めました。

○ 高齢者を対象に振り込め詐欺や消費者被害防止のため、市広報やホー
	評価

	Ｂ


ムページで防犯情報の発信を行い、注意を呼び掛けました。


○ こどもたちに対し、県教委の文書や道徳の時間を活用してＳＮＳの適切な利用についての指導を行い、PTA主催の講演会等で情報モラル教育・啓発を実施しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 「こどもＳＯＳ」設置店舗の閉鎖や住民高齢化による辞退が進んでおり、新規設置の促進や補導員の確保が必要です。また、防犯パトロール効果を高めるため、「ながら見守り」の呼びかけが求められます。
● 高齢者を含む、多くの住民に特殊詐欺防止への関心を喚起するため具体的でわかりやすい情報提供が求められます。
● ＳＮＳ利用については、家庭内でのルール設定や保護者と学校の連携不足が見られ、家庭や地域ぐるみでこどもたちの安全を守る体制を強化する必要があります。



	評価

	Ａ


②交通安全対策の推進
○ 警察や関係機関と連携し、年齢層に応じた交通安全教室や交通安全キャンペーンを実施し、交通ルール遵守やマナー向上を図りました。

	評価

	Ａ



○ 高齢者の免許返納による交通事故抑制を目指し、運転経歴証明書交付手数料の助成やタクシー利用券等の支援を行うとともに、広報紙や交通安全教室で免許返納制度の周知を行いました。
	評価

	Ａ



○ 小学生を対象とした自転車運転免許証交付制度を交通安全教室と連携させ、正しい自転車運転方法の指導とマナーの普及に努めました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
●交通安全教室やキャンペーンの実施を継続実施するため、今後も幼稚園等や学校、自治会などと連携体制を強化する必要があります。
● 高齢者の運転免許証自主返納後の移動手段が課題であり、関係課との連携を通じて環境整備を図る必要があります。
● 交通安全教室の実施について学校単位で偏りが見られるため、教育委員会を通じた周知が求められます。

	評価

	ｃ


【主な取組状況と評価（市社協）】
①防犯・事故防止のための情報発信
○ 「情報ほっと♡メール」の登録呼びかけを市内の介護・障がい事業所や行政機関の職員に対して行い、登録者数の拡大を図りました。


	評価

	ｃ


· 地域包括包括支援センターからの情報提供を受け、「情報ほっと♡メール」により認知症行方不明者の捜索情報を配信し、早期に対象者が発見されるような仕組みづくりに努めました。

	評価

	ｃ


○ 香川県警察等からの防犯情報提供を基に、民生委員・児童委員協議会連合会を通じて住民への周知啓発を行いました。







《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 従来のＥメール方式による情報発信を見直し、ＳＮＳなど新しい情報発信手段を活用してさらなる効果的な情報発信を進める必要があります。
● 民生委員・児童委員や地域コミュニティと連携した、防犯・交通事故防止活動の取組を展開できる仕組みが求められます。



行動目標⑩　災害に強い地域をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
	評価

	Ｂ


①防災に関する知識の普及啓発
○ 出前講座や防災訓練を通じて、地域住民や福祉関係者に対し、自助・共助の重要性を強調し、防災意識向上を目的とした知識普及に取り組
みました。特に南海トラフ地震に備えるため、備蓄や家具の転倒防止、住宅の耐震化など具体的な防災行動を促す支援を行いました。

	評価

	Ｂ


○ 広報紙やホームページ、公式ＬＩＮＥなどを活用し、防災情報や家庭備蓄の推奨、補助金案内など、家庭での自主的な備えにつながる情報発信を行いました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 若年層や働き盛り世代等の多様な層へのアプローチが必要です。また、継続的に学び続けられ、防災意識向上に繋げる仕組みが求められます。
● 市民に伝わりやすい手法を活用し、防災に関する知識の向上を図る必要があります。

	評価

	Ｂ


②自主防災活動への支援
○ 自主防災組織の強化を図るため、地域のニーズに応じた防災備蓄品の
購入補助を行うとともに、県補助金申請の支援を通じて、地区防災計画や避難所運営マニュアルの策を推進しました。

	評価

	Ｂ


○ 自主防災組織を通じて、防災士資格取得に必要な経費補助や香川大学と連携した受講者への補助制度案内などを行い、市内の防災士人数の拡大を図り、地域の防災力向上に寄与しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 市と地域がそれぞれ備蓄している資機材の整合性を図るため、市が備蓄する防災資機材のリストを各地区と共有し、重複整備を防ぐ仕組みづくりが必要です。
● 防災士資格取得者がその後も継続的に地域の防災活動に従事できるよううえ、自主防災組織から定期的な活動案内や明確な役割等について発信を行う必要があります。



	評価

	Ａ


③災害時避難行動要支援者対策の推進
○ 避難行動要支援者制度の周知を広報紙やホームページで行い、避難支
援者への名簿提供を通じて地域における個別支援や日常の見守り活動を支援しました。

	評価

	Ｂ


○ 災害時、一般避難所で滞在困難な要配慮者を支援するため、子ども福祉避難所を含む27か所の福祉避難所を対象に協定書を締結しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 避難行動要支援者制度の登録促進と、避難支援者への名簿提供に関する同意取得を一層進め、災害時における円滑な支援体制強化が必要です。
● 福祉避難所の新設については受入先施設の確保が難しい状況にあり、既存施設との協定内容の充実や受入体制の強化を図る必要があります。

	評価

	Ａ


④災害時の活動支援
○ 災害時におけるボランティア活動の円滑な実施に向け、市社協や他市町、県社協と連携し、大規模災害を想定した災害ボランティアセンター受入体制強化研修として実践的な訓練を実施しました。


《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 効果的な災害ボランティアセンターの運営体制をさらに強化するため、引き続き実践的な訓練を通じて、センターの実践力を向上させる取組が必要です。



【主な取組状況と評価（市社協）】
	評価

	ｂ


①災害時の支援体制づくり
○ 香川県社会福祉協議会等と連携し、「災害ボランティアセンター運営
支援協定」の締結や災害資機材拠点の整備を通じて、災害時の支援体制を整備しました。

	評価

	ｂ


○ 令和６年度には、中讃地域の自治体や社協によびかけ、災害時対応訓練を実施し、多機関連携の強化を図りました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 多機関連携を円滑に進めるため、平時からの情報共有やネットワーク強化を一層進める必要があります。
● 災害ボランティアセンター運営における地域住民や関係団体の参加率向上を図るため、防災意識啓発活動のさらなる推進が必要です。
● 災害ボランティアセンター機能に加え、地域の復興支援や孤独・孤立の防止を目的とした生活支援を支える仕組みづくりが必要です。

《【基本目標3】地域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」に係る次期計画に向けた主な課題》※資料3の次期計画に向けた課題欄⑩⑪⑫に反映させています。

・誰もが地域に出やすい環境づくりとして、地域住民や参加者の福祉ニーズに対応するための多様な居場所づくりへの一層の支援が必要です。
・こどもを対象とする防犯・事故防止活動として、防犯パトロールに携わる補導員の確保の取組が必要です。
・ＳＮＳを通じた犯罪被害を防ぐため、家庭や地域ぐるみの体制強化が大切です。
・災害に強い地域づくりのため、高齢者や障がい者など、災害時に自力で避難することが困難な人が、地域住民や関係機関からの支援をスムーズに受けられるようにするための避難行動要支援者制度の登録促進と、災害時における支援体制の強化が必要です。
・災害時に、一般の避難所での生活が困難で、特別な配慮が必要な人を受け入れる福祉避難所として、市と協定を締結している施設との連携と、受入体制の強化が必要です。
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